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…
ヅ
ュ
が
明
け
て
ナ
シ
。
汚
れ
た
川
、
身
体
が
紬
象
上

わ
た
し
た
ち
が
待
っ
て
い
た
、
が
る
ほ
ど
冷
た
い
水
の
あ
る
場

夏
は
始
ま
り
ま
し
た
。
所
、
海
の
遊
泳
禁
止
区
域
な
ど

い
つ
の
季
節
を
待
つ
の
に
も
で
は
、
絶
対
に
泳
が
な
い
こ
と

わ
た
し
た
ち
は
、
ち
り
ぢ
り
す
ま
た
、
水
に
入
る
前
の
準
備
体

る
気
持
で
待
つ
訳
で
す
が
、
こ
操
は
も
ち
ろ
ん
、
泳
ぎ
過
ぎ
は

ん
ど
も
そ
う
。
非
附
に
危
恢
で
す
か
ら
、
州
当

気
象
庁
の
促
川
予
報
も
、
こ
の
泳
ぎ
に
。
Ⅱ
砿
の
あ
る
子
供
に
も

夏
の
訪
れ
が
遅
い
こ
と
を
杵
け
よ
く
言
い
含
め
川
来
る
こ
と

カ
ツ
・
〈
た
ち
を
熊
ら
せ
た
よ
う
な
ら
子
供
た
ち
だ
け
で
こ
の

で
す
が
、
自
然
が
夏
の
為
に
、
遊
び
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
大

準
術
す
る
時
間
は
も
つ
と
も
人
が
つ
き
そ
う
よ
う
に
し
た
い

つ
と
長
く
複
靴
、
恐
ろ
し
さ
も
も
の
で
す
。

意
地
悪
さ
も
十
分
に
携
え
て
い

★
花
火

ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
海
の
評

の
中
へ
も
、
無
造
作
に
は
跳
び
夏
の
夜
と
花
火
は
、
随
分
と

込
め
ま
せ
ん
。
古
い
昔
か
ら
の
つ
ぎ
合
い
で
、

学
校
は
、
こ
の
下
旬
か
ら
夏
涼
し
さ
を
象
つ
け
為
遊
び
と
し

休
象
。
解
放
さ
れ
た
気
持
の
子
て
欠
か
せ
な
い
も
の
て
す
力

』
一
口
函
ｑ
凸
、

供
た
ち
と
、
ケ
ダ
ル
イ
気
分
の
人
工
衛
星
な
ど
の
影
響
で
し
よ

大
人
を
、
思
い
も
よ
ら
な
い
事
う
か
、
子
供
の
目
・
を
ひ
か
せ
る

故
が
待
ち
受
け
て
い
ま
す
。
花
火
も
年
毎
に
大
型
化
し
て

家
庭
で
の
注
意
か
一
層
重
要
な
い
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

時
期
、
交
通
事
故
は
も
と
よ
り
花
火
の
大
き
さ
と
、
危
険
度
が

次
の
事
項
に
は
特
に
気
を
つ
け
比
例
す
る
と
は
云
い
切
れ
ま
ぜ

ま
し
ょ
う
。
ん
が
、
こ
こ
に
も
大
人
の
助
言

は
必
要
、
水
泳
ぎ
と
同
様
、
一

★
氷
泳
ぎ

緒
に
楽
し
め
る
よ
う
、
こ
こ
ろ

夏
を
待
っ
て
い
た
、
夏
林
み
が
け
た
い
も
の
で
す
。

を
待
っ
て
い
た
子
供
た
ち
か
ら

★
道
路

こ
の
遊
び
を
、
取
り
上
げ
る
こ

と
は
出
来
ま
せ
ん
。
路
上
遊
園
地
は
、
世
界
中
の

こ
ん
な
約
束
を
し
、
つ
い
で
に
ど
こ
の
国
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。

約
束
を
守
る
こ
と
の
大
切
さ
を
約
束
を
守
る
、
楽
し
い
夏
休
朶

教
え
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
を
む
か
え
ま
し
ょ
う
。
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国
民
皆
保
険
制
度
が
昭
和
三

六
年
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
、
医

療
保
険
制
度
も
確
立
さ
れ
ま
し

た
が
、
医
療
費
は
年
々
増
嵩
し

当
市
の
療
養
給
付
費
も
昨
年
に

比
べ
て
三
千
二
百
八
十
六
万
円

三
二
、
四
％
の
増
加
と
な
り
ま

し
た
が
、
こ
れ
は
医
療
費
の
増

嵩
に
加
え
て
、
今
年
二
几
一
ｎ

か
ら
医
療
費
九
、
七
四
％
増
の

改
訂
が
あ
っ
た
の
が
主
な
原
因

で
す
。今

年
の
国
民
健
康
保
険
の
予

算
額
は
、
一
億
五
千
八
十
一
刀

九
千
円
で
こ
の
う
ち
の
九
一
、

国保税率前年対比及び被保険者一人当りの予算額

、保税率の前年対比

区 分 44年度45MI渡 賦 課 基 準
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賦課された固定資産税のうち土地、
家屋にかかる税額

“
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２
１
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資産 1¥|，

均等 ,, ii l
五
％
一
億
三
千
七
百
九
十
七
万

一
千
円
が
保
険
給
付
費
で
す
。

こ
の
よ
う
な
現
状
か
ら
今
年

は
国
民
健
康
保
険
税
を
三
三
、

六
％
（
内
自
然
増
六
、
九
％
）

実
質
二
六
、
七
％
税
度
の
引
上

げ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
趣

旨
を
充
分
に
肌
解
下
さ
い
ま
し

て
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

１
国
民
健
康
保
陥
税
の
算
出

法
同
民
健
康
保
随
税
は
、
第

一
期
分
は
仰
定
賦
課
（
前
年

度
Ⅲ
保
税
の
灘
）
か
ら
算
川

し
第
二
期
に
本
算
定
を
行
い

被保険者1人当|り
一 一I

平等Ⅷ』 1"'0円'2"0円| ］'Ⅱ:州当， ’
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３
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

額
Ａ
六
割
減
税
世
常

国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
対

象
額
と
な
る
所
得
金
額
が
、

十
三
万
以
下
の
世
帯

当
該
年
度
の
国
民
健
康
保
険

税
額
を
決
定
す
る
わ
け
で
す

２
保
険
税
の
納
期
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０
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■
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納
期

五
月

八
月

十
一
月

一
月

繰入金

県支出金
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収 入

合計一
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７
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日
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月
末
ま

で

０

５
００１ ’

I

150．819 14．999合計14．999
'000

国
民
年
金
の
十
年
々
金
は
、

い
よ
い
よ
明
年
か
ら
年
金
の
支

給
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
年
金
額
が
大
幅
に
増

額
さ
れ
、
十
年
の
掛
金
で
年
間

六
万
円
（
月
五
千
円
）
が
支
紛

さ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
圃
民
年
金
発
足
当

時
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
）
高

令
任
意
加
入
し
て
（
明
治
三
十

九
年
四
月
二
日
か
ら
明
治
囚
十

四
年
四
月
一
日
迄
の
生
ま
れ
の

人
）
そ
の
後
任
意
に
や
め
た
人

均
等
割
、
被
保
険
者
一
人
当

り
六
百
三
十
円

平
等
割
、
一
世
帯
当
り
一
千

三
十
円

Ｂ
四
割
減
税
世
帯

所
得
金
額
十
三
万
円
に
被
保

険
者
一
人
当
り
（
世
帯
主
を

の
ぞ
く
）
六
万
五
千
円
を
加

え
た
額
よ
り
低
い
世
帯

均
等
割
、
被
保
険
者
一
人
当

り
四
百
二
十
円

平
等
制
、
一
世
帯
当
り
六
百

九
十
円

そ
れ
ぞ
れ
減
税
に
な
り
ま
す

こ
れ
ら
の
減
額
に
つ
い
て
は

所
得
の
申
告
を
し
な
け
れ
ば
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

不
明
の
点
は
市
保
険
衛
生
課

又
は
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
せ

下
さ
い
。
電
諦
二
二
五
○
番
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Ｕ
ｊ
ｌ
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ｊ
ａ
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Ⅲ
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▲
▼
０
Ａ
▼
０
Ａ
▼

年
年
金
の
継
続

加
入
は
お
早
め

１
１

又
は
会
社
等
に
務
め
て
阿
民
年

金
を
や
め
た
人
で
会
社
等
を
や

め
て
も
、
国
民
年
金
に
加
入
し

な
か
っ
た
人
た
ち
は
、
今
度
継

続
加
入
の
途
が
開
か
れ
ま
し
た

こ
の
人
た
ち
は
、
昭
和
四
十

五
年
七
月
一
日
か
ら
九
月
末
日

迄
に
申
し
出
て
、
国
民
年
金
に

加
入
出
来
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

そ
し
て
十
年
間
（
以
前
の
分

を
含
め
て
）
保
険
料
を
納
め
ま

す
と
、
十
年
を
金
が
受
け
ら
れ

最
近
い
ろ
い
ろ
と
問
題
化
さ

れ
て
き
ま
し
た
予
防
接
種
関
係

に
つ
い
て
、
接
種
を
う
け
ら
れ

る
方
の
為
に
、
特
に
注
意
し
て

接
種
を
う
け
ら
れ
る
よ
う
、
注

意
事
項
を
次
に
お
知
ら
せ
Ｌ
ま

半
ｑ
ソ
。

◎
注
意
事
項

川
有
熱
者
、
心
臓
血
轡
系
、

腎
臓
ま
た
は
肝
臓
に
疾
患
の

お
る
者
、
糖
尿
病
患
者
、
脚

気
医
師
が
予
防
接
種
を
行
う

こ
と
が
、
不
適
当
と
認
め
る

疾
患
に
か
坐
っ
て
い
る
者
。

川
病
後
衰
弱
者
ま
た
は
著
し

〃
予
防
接
種
を

受
け
ら
れ
る
方
に
〃

に

１
１
日
■
■
Ｕ
８
１
４
ｑ
ｊ
■
■
■
■
■
▽
■
■
７
４
凸
■
■
Ｕ
Ｖ
▲
？
』
凸
■
■
■
Ｖ
ｊ
ｒ
ｈ
ａ
■
■
■
■
ｒ
ｌ
ｒ
Ｌ
８
■
■
▼
１
０

ま
す
。せ

っ
か
く
、
五
年
な
り
七
年

な
り
保
険
料
を
納
め
て
お
き
な

が
ら
、
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い

の
は
も
っ
た
い
な
い
話
で
す
。

こ
の
際
、
こ
の
よ
う
な
人
た

ち
は
早
め
に
継
続
加
入
の
申
し

出
を
し
て
、
年
金
受
給
資
格
を

と
っ
て
老
後
を
楽
し
象
に
し
て

下
さ
い
。

申
し
出
は
、
市
役
所
市
民
課

年
金
係
ま
で

な
お
、
保
賊
料
は
一
般
の
保

険
料
と
同
額
の
一
か
月
四
五
○

円
で
す
。

詳
し
く
は
、
年
金
係
へ
お
問

合
せ
下
さ
い
。

場
合

㈹
鶏
卵
、
鶏
肉
に
対
す
る

過
敏
症
体
質
の
者

何
妊
産
婦

以
上
の
事
項
、
注
意
を
よ
く

守
り
接
種
を
う
け
ら
れ
る
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。（

保
健
術
生
課
）

い
栄
養
障
害
者
。

別
ア
レ
ル
ギ
！
体
質
者
ま
た

は
け
い
れ
ん
急
体
質
の
者
。

側
妊
産
婦
（
但
し
妊
娠
六
ヶ

月
）
迄
の
者
は
、
注
射
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

⑤
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
接
種
の

－566－
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こ
の
た
び
、
塵
芥
処
抑
手
数

料
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

六
月
一
日
か
ら
改
正
料
金
と
し

徴
収
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

ご
承
知
下
さ
い
。

一
般
家
庭
の
一
ヵ
月
の
料
金

世
帯
人
員
五
人
以
下

五
○
円
を
六
○
円
に

六
人
か
ら
一
○
人

七
五
円
を
九
○
円
に

一
一
人
以
上

一
○
○
円
を
一
二
○
Ｈ
に

一
、
塵
芥
収
集
に
つ
い
て

気
温
上
昇
、
悪
天
候
等
に
よ

り
、
ゴ
ミ
質
が
悪
く
な
り
焼
却

効
率
が
落
ち
で
い
ま
す
の
で
、

、
コ
ミ
質
を
悪
く
し
な
い
よ
う
、

ご
協
力
下
さ
い
。

○
厨
芥
等
の
水
切
り
を

ヱワ鮒

粋

趣

認

コ
ミ
手
数
料
金
の

一
部
を
改
正

尚

充
分
に
す
る
。

○
乾
燥
ゴ
ミ
を
入
れ
た
容
器
に

は
、
ブ
タ
を
し
て
水
漏
れ
や

悪
臭
を
防
ぐ
。

○
昼
夜
の
別
な
く
ブ
タ
な
し
の

＊
．
、
↓
、
容
器
を
屋
外
に
放
置
し

な
い
（
不
衛
生
野
犬
等
の

空
ロ
Ｏ
）

○
空
ピ
ン
、
ガ
ラ
ス
等
の
不
燃

物
は
ゞ
燃
え
る
ゴ
ミ
と
別
に

し
て
、
ダ
ン
ポ
ー
ル
等
に
つ

め
、
充
分
に
ヒ
モ
が
け
し
て

「
危
」
ま
た
は
「
キ
」
と
。

梅
園
記
念
碑
の

除
幕
式
が
行
わ
れ
る

明
瞭
に
表
示
す
る
。

二
、
収
集
車
の
活
動
に
つ
い
て

Ｏ
収
集
車
は
所
定
の
日
に
、
所

定
の
道
順
で
行
動
し
ま
す
が

取
り
こ
ぼ
さ
れ
の
な
い
よ
う

に
、
、
コ
ミ
を
出
し
て
下
さ
い

○
多
少
の
雨
天
で
収
集
車
の
出

動
が
疑
わ
し
い
場
合
、
収
集

車
は
オ
ル
？
コ
ー
ル
を
鳴
ら
し

て
、
出
動
の
事
実
を
知
ら
せ

ま
す
か
ら
、
ご
注
意
下
さ
い

（
衛
生
セ
ン
タ
ー
）

毎
月
才
三
日
曜
日
は

『
家
庭
の
日
」
で
す

○
ね
び
え
に
注
意
、
早
寝
早
起

○
栄
養
は
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て

○
連
ま
わ
り
で
も
、
横
断
歩
道

○
他
人
に
、
迷
惑
を
か
け
な
い

市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
で
は

明
治
百
年
記
念
事
業
と
し
て
、

下
君
田
地
内
に
、
四
三
、
四
四

年
度
の
二
ヶ
年
継
続
事
業
で
、

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
梅
園
を
造
成

し
ま
し
た
こ
と
は
、
ま
え
に
お

知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
こ
の
ほ

ど
記
念
碑
を
建
立
、
さ
る
六
月

二
二
日
や
県
、
県
老
連
、
市
関

係
来
賓
を
初
め
、
各
ク
ラ
ブ
代

表
者
か
多
数
参
列
、
除
幕
式
を

素
行
し
、
事
業
の
完
成
を
祝
い

ま
し
た
。

一
、
調
叫
す
る
人
は
特
に
健

康
に
気
つ
け
る
。

二
、
台
所
の
整
理
、
整
頓
、

清
潔
保
持
に
気
を
つ
け
る
。

三
、
調
理
前
に
必
ず
手
を
洗

う
こ
と
。

四
、
食
器
類
、
庖
丁
、
ま
な

板
ふ
き
ん
の
洗
浄
、
消
毒
を
徹

底
し
て
行
な
う
。

五
、
料
理
の
材
料
は
清
潔
で

わ
が
国
は
、
世
界
で
も
災
害
ま
た
、
商
売
を
し
て
い
る
人

の
多
い
国
の
一
つ
だ
と
い
わ
れ
な
ど
で
、
所
得
税
の
予
定
納
税

て
お
り
ま
す
、
な
か
で
も
台
風
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
が

や
集
中
豪
雨
、
地
震
に
よ
る
被
災
害
を
受
け
た
と
き
に
は
、
そ

害
が
毎
年
の
よ
う
に
、
全
国
各
の
災
害
が
六
月
三
○
日
ま
で
に

地
で
発
生
し
て
い
ま
す
。
七
月
一
日
以
降
に
災
害
を
受
け

こ
の
よ
う
な
災
害
は
ハ
ぜ
ひ
た
と
き
は
減
額
申
請
書
を
二

避
け
た
い
も
の
で
す
が
、
不
幸
月
一
五
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ

に
し
て
災
害
の
た
め
に
財
産
に
と
が
で
き
ま
す
。

損
害
を
受
け
た
と
き
に
は
、
税
ま
た
、
災
害
の
た
め
嗣
税
に

災
害
を
受
け
た
と
き
は
一

税
金
の
減
免
手
続
を

金
の
面
で
も
い
ろ
い
ろ
な
救
済
つ
い
て
の
申
告
、
申
請
、
納
付

方
法
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
な
ど
を
そ
の
期
限
ま
で
に
で
き

で
β
最
も
身
近
な
所
得
税
を
中
な
い
状
況
に
あ
る
と
き
は
、
申

心
に
、
簡
単
に
説
明
い
た
し
ま
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
災
害
の

す
。
や
ん
だ
日
か
ら
二
カ
月
以
内
に

先
ず
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
災
害
限
っ
て
、
期
限
が
延
長
さ
れ
ま

を
受
け
た
と
き
は
、
一
定
の
基
す
。

準
に
従
っ
て
源
泉
所
得
税
の
微
な
お
、
い
ろ
い
ろ
こ
ま
か
い

収
猶
予
や
還
付
が
受
け
ら
れ
ま
誌
癖
師
蠅
榊
鋸
言
切
汚
尋
輌
幡

す
。
だ
さ
い
。

豆

八
食
中
毒
防
止
の
た
め
の
心
得
Ｖ

台
所
衛
生
十
カ
条

信
用
あ
る
店
で
、
新
鮮
な
も
の

を
買
う
こ
と
。

六
、
生
も
の
は
で
き
る
だ
け

避
け
、
火
を
よ
く
通
し
た
食
品

を
食
べ
る
よ
う
に
す
る
。

七
、
冷
蔵
保
存
を
過
信
し
な

い
で
、
食
品
の
保
管
貯
蔵
に
気

を
配
り
、
な
る
べ
く
早
目
に
食

べ
る
よ
》
ク
に
す
る
。

八
、
ね
ず
翠
、
ハ
エ
、
、
コ
キ

I
こ
の
た
び
、
市
民
の
健
康
で

楽
し
い
レ
ク
リ
エ
シ
ョ
ン
の

場
を
作
り
、
市
民
相
互
の
融
和

と
親
睦
を
は
か
る
た
め
、
「
高

萩
市
民
号
」
浪
江
行
、
臨
時
列

軍
を
運
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

ブ
リ
を
徹
底
的
に
駆
除
す
る
。

九
、
衛
生
的
で
安
全
な
水
を

使
い
水
は
け
は
よ
く
す
る
こ
と

十
、
化
学
薬
品
の
保
管
に
注

意
し
よ
う
。

高萩市民号にご乘車くださ い

お
し
一
睡

こ

し

一

、

期

日

昭
和
四
五
年

一
一
月
八
日

日
帰
り

二
、
申
し
込
象
締

切
り

昭
和
四
五
年

三
、
費
用

発
送
致
し
ま
す

当
り
、
半
干
、
山

、
咄
仙
二
二
口
◇
〒
小

レ
ッ
ト
等
は
逐
次

（
中
学
生
以
上
）

日
脚
一
（
〕
九
○
○
円

三
○
○
円

ノ
ー

－567－
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さ
る
七
月
十
二
日
、
市
商
工

会
館
に
お
い
て
、
永
年
勤
続
従

業
員
と
優
良
従
業
員
の
表
彰
式

が
行
わ
れ
、
次
の
方
た
が
表
彰

さ
れ
ま
し
た
。

▼
三
年
勤
続
者
（
昭
和
四
五
年

五
月
一
日
現
在
油
三
年
）

と
し
て
、
一
三
○
名

▼
五
年
勤
統
者
（
同
満
五
年
）

と
し
て
、
七
九
名

Ⅱ
二
二
三
二
三
三
三
二
二
二
二
三
三
二
爪
▼
一
○
年
勤

川
統
者
（
同
油

Ｉ
や
り
州
一
○
年
）
と

州
た
艸
芽
識

帥
者
継
概
蠅

鮒
似
鯛
糾
時

‐
る
剛
蝿
城

州
あ
ｉ
灘
獅

州
今
冬
州
迷
雌
（
大
洲

Ⅱ
●
、
仏
と
ノ
け
い
Ｆ
じ

栄
蝋
蝉
経

川
山
田
茂
柚

‐
三
二
三
三
三
二
三
一
三
一
三
三
三
二
Ⅱ
（
休
川
木
材
）

荊
地
栄
、
菊
地
進
（
菊
地
工
務

店
）
村
山
章
（
高
秒
運
輸
）
小

世
・
止
美
富
塚
浅
吉
渡
辿
似

（
小
森
林
業
）
恥
沢
つ
や
鈴

木
あ
さ
子
（
吉
久
保
製
細
）
鈴

木
為
犬
浅
川
幸
吉
矢
畑
富

次
（
安
東
木
材
）
田
川
利
勝

（
二
本
抑
ラ
ジ
オ
店
）
大
原
川

紀
子
（
ヒ
ラ
マ
美
拝
室
）
安
斎

叩
太
郎
（
石
安
簡
店
）
石
川
敏

男
（
茨
城
炭
砿
会
）
松
尼
勝
利

佐
藤
計
彦
（
藤
本
木
工
所
）
中

崎
ス
ミ
（
棚
谷
材
木
）
山
口
直

（
高
萩
陸
運
）
鈴
木
義
和
（
鈴

木
木
材
）
鈴
木
ひ
ろ
子
（
上
野

紺
）
館
野
君
枝
（
宝
来
）
佐
川

悦
子
佐
川
綾
子
（
ア
ヅ
ハ
タ

洋
装
店
）
平
沢
た
み
（
笠
井
組
）

長
島
初
美
（
佐
川
製
材
所
）
梨

本
良
子
（
み
た
に
）

▼
二
○
年
勤
統
者
（
同
淌
二
○

年
）
と
し
て
・

細
貝
良
一
高
田
均
治
佐
膝

竹
夫
森
は
る
関
根
ふ
さ

（
安
肘
木
材
・
尚
橋
春
賊
（
石

安
商
曲
）
谷
津
和
昭
（
上
野
細

▼
四
○
年
勤
紬
折
（
Ⅲ
洲
四
○

年
）
と
し
て
、

森
兄
一
戸
宏
村
木
材
）

▲
催
腱
従
堆
員
と
し
て

根
本
寅
蝿
弘
叩
夏
子
竹
Ⅳ

屯
”
Ｉ
Ｉ
Ｐ
ら
〆
釉

さ
だ
ゑ
商
柚
つ
る
ョ
不
吻

勝
男
（
叩
岼
糺
問
Ⅲ
）
滝
千
秋

柴
川
守
古
桃
山
昇
納
川
と

し
子
小
松
忠
子
（
日
立
佃
鉄

間
紙
）
浅
川
仏
背
滑
川
仙

商
柵
き
み
子
（
Ⅱ
立
地
区
皿
迎

日
本
加
坐
製
紙
桝
業
肋
）
金
子

金
之
助
森
、
水
獅
子
中
川
良

子
（
間
紙
Ⅲ
光
）
施
崎
慨
姉

山
本
川
梢
菅
腺
チ
ヨ
子
（
附

献
牒
砿
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
）

鈴
水
菰
・
止
花
岡
俊
（
エ
マ
漆
ケ

ー
迎
怖
）
古
田
と
め
子
ｍ
谷

こ
ち
よ
う
（
高
萩
製
作
所
）

斎
藤
英
雌
柚
内
出
州
ヒ
タ

チ
旧
附
州
）
金
成
消
光
尚
楠

力
男
（
日
本
原
料
）
渡
辺
七
郎

石
圷
よ
し
え
（
日
本
耐
火
工

業
）
た
高
地
川
（
日
立
地
区
迎

怖
）
石
川
道
忠
沼
田
英
光
子

（
常
陽
銀
行
）
矢
代
信
夫
（
吹

城
州
江
独
行
｝
原
湘
と
し
子

（
日
立
循
川
細
合
）

１
以
上
敬
称
略

婦
人
の
体
力
増
進
と
、
体
位

の
向
上
を
図
る
た
め
、
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
大
会
を
開
催
し
て
今

年
で
三
回
日
を
数
え
ま
す
が
、

左
記
の
要
領
で
開
催
し
ま
す
の

で
、
今
か
ら
練
習
を
し
、
多
数

ご
参
加
さ
い
。

記

日
時
八
日
ユ
十
三
ｕ

午
削
九
時
附
会

〃
一
○
時
試
合
Ⅲ
始

参
加
攪
格

既
幡
の
女
仙
、
家
庭
婦
人
で

編
成
さ
れ
た
チ
ー
ム

チ
ー
ム
は
朧
粁
、
椹
将
を
含
め

色
■
ｑ
く
／
』
■
ｑ
ｆ
ノ
』
■
迫
ｒ
功
ｊ
■
■
ｑ
〃
賠
〆
、
■
フ
貼
〆
』
■
『
ど
〃
且
■
■
■
〆
、
〆
』
■
『
で
ノ
ｂ
■
可
ぐ
〃
巳

ｂ
■
そ
〆
日
ｑ
く
〆
■
『
〆
少
ｈ
■
く
ｆ
■
ｑ
〆
，
』
日
虹
く
ぐ

灘

蕊蕊 鶴 参
加
し
ま
し
ょ
う
〃
．●

マ
マ
さ
ん
ゞ
ハ
レ
ー
ポ
ー
ル
大
会

日
目
ど
／
■
ｑ
〆
少
』
同
可
〆
尹
Ｌ
Ｒ
ｑ
グ
ン
Ｌ
■
ｑ
Ｆ
か
』
■
蝿
／
沙
挺
員
ツ
ル
ｂ
■
ノ
シ

■
判
／
シ
恥
■
ｑ
く
ど
■
ｑ
ダ
ジ
』
■
可
く
ノ
■
ｕ
〃
易
い
■
フ
シ
』
■
、
く
〆
曰
■
で
／
■
■
ぐ
／
日
画
く
〆
■
■

■
Ｉ

■
く
で
！
シ
■
ｑ
ぐ
〃
憧
日
ノ
シ
…
日
ノ
ン
ｂ
■
″
少
日
司
く
Ｅ
■

て
一
五
名

競
技
規
則

昭
和
四
五
年
度
日
本
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
協
会
制
定
、
九
人
制

競
技
規
則
に
よ
り
、
反
則
に

つ
い
て
は
審
判
規
定
に
よ
る

が
、
多
少
ゆ
る
や
か
に
す
る
。

参
加
申
込
方
法

参
加
申
込
に
つ
い
て
は
、
八

月
一
日
よ
り
市
教
育
委
員
会

で
、
参
加
の
受
付
を
し
ま
す

参
加
希
望
の
チ
ー
ム
に
は

大
会
要
頂
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
ご
連
絡
下
さ
い
。

ノ
ジ
ｈ
Ｕ
ノ
シ
日
軋
く
Ｅ
■
フ
グ
ｂ
ｑ
ｆ
ノ
ロ
リ
ー
Ｌ
ｕ
ノ
シ
Ｌ
■
〆
？
Ｒ
刃
．
少
Ｌ
■
ノ
ク
ｂ
ｑ
ｆ
〃
ｐ
９
ｊ
ｂ
ｑ
ぐ
／
、

○
火
葬
の
時
間
は
叩
し
込
み
通
は
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
く
こ
と

、

り
守
っ
て
、
次
の
利
州
者
に
に
な
り
ま
す
。

趣
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
し
○
火
葬
灯
に
州
を
入
れ
る
隙
、

く
て
下
さ
い
。
灯
の
前
で
焼
秀
し
て
い
た
だ

て
○
棚
の
中
に
次
の
よ
う
な
品
物
き
ま
す
の
で
、
そ
れ
か
ら
州

つ
を
絶
対
入
れ
な
い
で
下
さ
の
ブ
タ
の
く
ぎ
を
打
っ
て
下

守
い
。
ピ
ン
群
ガ
フ
ス
類
、
・
上
さ
し
・

ず
ニ
ー
ル
、
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
○
待
合
室
ご
利
川
の
際
は
符

必
川
Ⅱ
フ
ト
ソ
〕
、
ワ
ラ
櫛
理
人
と
判
ち
合
せ
の
上
使
用

垂
○
脈
の
大
き
さ
は
、
長
さ
一
八
し
て
下
さ
い
。

こ
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
陥
及
○
そ
の
他
火
葬
執
行
上
必
要
な

の
び
高
さ
囚
兀
セ
ン
チ
メ
ー
ト
杯
項
は
、
符
川
人
の
指
一
不
に

次
ル
以
内
に
し
て
下
さ
い
。
従
っ
て
下
さ
い
．

は
○
前
出
物
侃
呼
の
打
雌
死
亡
◎
火
葬
認
Ⅱ
証
、
火
葬
場
使
用

用
者
と
認
可
証
と
鋤
確
認
の
た
許
可
毒
は
必
ず
持
参
し
て
下

使
め
、
棺
内
を
占
濃
さ
せ
て
い
さ
い
。

Ｄ場
た
た
き
ま
す
の
で
、
桁
の
う
◎
火
葬
に
つ
い
て
迎
絲
確
小
必
要

葬
タ
の
く
ぎ
は
冊
た
な
い
で
下
な
た
め
、
代
表
者
を
定
め
管

火
さ
い
。
川
人
に
申
し
川
て
下
さ
い
。

｜ 消費生活の知識
な
お
、
怖
内
の
余
分
な
物
州

かんづめ
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